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用語の定義 

・本事業 ：西谷浄水場再整備事業（排水処理施設）をいう。 

・本施設 ：神奈川県横浜市保土ケ谷区川島町５２２番地所在の西谷浄水場における

排水処理施設をいう。 

・水道局 ：横浜市水道局をいう。 

・企業グループ ：複数の企業で構成されるグループをいう。  

・入札参加者 ：本事業の入札に参加する単独企業又は企業グループをいう。 

・構成企業 ：企業グループを構成する者をいう。 

・落札者 ：入札参加者のうち、水道局と基本協定の締結を予定する者として水道局

が決定した者をいう。 

・事業者 ：水道局と建設工事請負契約又は運転・維持管理委託契約を締結し、本事

業を実施する者をいう。 

・基本協定 ：本事業に伴う建設工事請負契約及び運転・維持管理委託契約の締結方

法、落札者が出資して設立する特別目的会社（Special Purpose 

Company：以下「SPC」という。）の設立方法、基本契約を締結するまでの

間の協議等の役割分担等を確認するために、落札者と締結する協定をい

う。 

・基本契約 ：基本協定及び落札者との協議結果に基づき、落札者及び SPC と締結する

契約をいう。 

・基本契約等 ：基本契約、建設工事請負契約及び運転・維持管理委託契約の総称をい

う。 

・保守点検 ：建築物、土木構造物及び機械・電気設備について、損傷、変形、腐食、

異臭及びその他の異常の有無を確認することをいい、修繕又はその他の

措置が必要か否かの判断を行うことをいう。 

・メーカー定期点検 ：機械・電気設備について、定期的に運転を停止し、各部異常の有無の確

認、測定器による診断、性能試験等を製造メーカー等が行うことをい

う。 

・修繕 ：部分的に劣化した部位・部材又は機器等の性能及び機能を実用上支障の

ない状態まで回復させることをいう。 

・突発的な修繕 ：上記修繕のうち、予見することが困難な突発的な故障や事故等に対応す

ることをいう。 

・更新 ：劣化した部位・部材又は機器等を新しい物に取り替えることにより、劣

化した部位・部材又は機器の性能及び機能を初期の状態又は実用上支障

のない状態まで回復させることをいう。 

・技術提案等 ：入札参加者が提出した技術提案並びに入札者の設計・施工・運営に係る

計画策定能力及び実現力並びに社会性・信頼性をいう。 

・技術資料 ：入札参加者が提出する本事業に係る提案書及び付随資料をいう。 



 

・新設対象施設 ：建設工事請負契約に基づき、事業者が設計・工事期間に新設及び増設を

行う施設をいう（別紙４参照）。 

・既設施設 ：事業開始前から本施設内にある既設の施設をいう。なお、既設施設は、

撤去対象施設、更新対象施設、耐震補強施設及び既設流用施設に分類さ

れる。 

・撤去対象施設 ：事業期間中に、水道局又は事業者が撤去する施設をいう（別紙４参

照）。 

・更新対象施設 ：事業期間中に、事業者が更新を実施する施設をいう（別紙４参照）。 

・耐震補強施設 ：事業期間中に、事業者が耐震補強を実施する施設をいう（別紙４参

照）。 

・既設流用施設 ：既設施設のうち、そのまま事業期間を通じて使用する施設をいう（別紙

４参照）。 

・JV 構成員 ：構成企業のうち、建設 JV を構成する企業をいう。 

・JV 代表構成員 ：建設 JV の代表となる JV 構成員をいう。 
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 本事業の概要 

 事業の目的 

西谷浄水場再整備事業は、「１水源１浄水場」「自然流下系の優先」の方針に基づき、①耐

震性が不足しているろ過池と排水池の整備、②水源水質の悪化にも対応できる粒状活性炭処

理の導入、③相模湖系統の水利権水量の全量処理を可能とするための処理能力の増強を主な

事業内容としている。 

このうち、本事業は、排水処理施設において、①耐震性が不足している排水池の耐震化、

②相模湖系統の水利権水量の全量処理や粒状活性炭処理の導入による排水量の増加に対応

する能力の増強を公民連携事業手法である DBO 方式により実施するものである。 

DBO 方式の実施は、民間事業者の技術やノウハウの活用により、限られた敷地の中で既設

施設を稼働させながら、確実な排水処理を確保しつつ能力を増強するなどの事業の特殊性に

対応し、市内の安定給水確保や、円滑な工事進捗、工期短縮による早期の耐震化やコスト縮

減、効率的な施設の運用を図ることを目的としている。 

 

 事業内容に関する事項 

 事業名称 

西谷浄水場再整備事業（排水処理施設） 

 

 公共施設等の管理者の名称 

横浜市水道事業管理者 水道局長 山隈 隆弘 

 

 事業場所 

神奈川県横浜市保土ケ谷区川島町 522 番地ほか 

 

 事業に関係する主な法令等 

事業者は、本事業を実施するに当たっては、必要とされる関係法令等を遵守し、最新の

ものを適用する。 

なお、本施設の整備に関して特に留意すべき主な法令等は、次のとおりである。 

 法令等 
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 横浜市の条例等 
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 要綱、指針等 

本事業で適用する要綱、指針等は次のとおりであり、最新版を適用する。ただし、同

等の性能を確保した場合はこの限りでなく、その他本事業に関係する要綱、指針等があ

ればそれを適用する。また、仕様書等に定めのないものは水道局の確認を要する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 仕様書等 
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 事業形態 

 事業方式 

本事業の事業方式は、水道局の所有である本施設において、設計及び工事並びに運転・

維持管理を一括して事業者に委ねる DBO 方式とする。 

なお、本事業については、水道法第 24 条の３に規定する第三者委託は適用しない。 

 契約の形態 

本事業の契約に関する基本的な考え方は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 事業期間 

設計・工事期間 令和３年３月～令和 11 年３月 

運転・維持管理期間 令和３年３月～令和 29 年３月 

ただし、令和９年３月までに浄水処理施設（一日当たりの処理能力 394,000 立方メー

トル。凝集沈殿＋粒状活性炭処理（上向流）＋急速砂ろ過）に対応する能力を備えるこ

ととする。また、事業者が設計・工事期間を短縮する提案をした場合においても、運転・

維持管理期間は上記期間を変更しないものとする。 

なお、令和３年３月末まで既存の排水処理施設の運転・維持管理業務の委託があるた

め、SPC による運転・維持管理業務の開始は、令和３年４月１日からとする。 
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 事業期間終了後の措置 

水道局は、事業期間終了後も本施設を継続して供用する。事業者は、事業期間終了時

に、本事業で整備した全ての施設において、別途、要求水準書（案）で示す性能を維持

すること。また、既設施設及び本事業で整備した新設対象施設の全てにおいて、事業期

間終了後１年以内に更新及び経年劣化による修繕を要することがない状態で、水道局へ

引き継ぐものとする。 

 事業の対象となる業務範囲 

本事業において、事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。事業者は、排水処

理施設の設計及び工事並びに運転・維持管理を一体の事業として実施する。 

詳細は、別途、要求水準書（案）において示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業者の収入 

 

設計及び工事業務については、事業者が本事業の設計業務及び工事業務等を行い、

水道局がその対価として設計及び工事費用を支払う。 

また、設計及び工事費用については、事業者提案に基づき、水道局と事前協議の上、

施設ごとの費用、部分引渡しの範囲及び支払い年度等を決定する。 

水道局は、事前協議で決定した内容に基づき、実際の進捗状況に応じて出来形部分

検査又は完成検査を行い、出来形部分又は引渡し施設の対価を支払う。 

 なお、支払金額の上限等の詳細は、別途、建設工事請負契約（案）等で示す。 
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運転・維持管理業務については、事業者が本事業の運転管理業務、保守点検業務及

び修繕業務等を行い、水道局がその対価として運転・維持管理費用を支払う。 

また、運転・維持管理費用については、事業者提案に基づき、水道局と事前協議の

上、運転管理業務等の費用及び修繕時期等を決定する。 

水道局は、事前協議で決定した内容に基づき、実際の履行状況に応じて履行検査を

行い、業務履行の対価を支払う。 

突発的な修繕について、水道局の責による場合は、水道局の費用で対応し、事業者

の責による場合は、事業者の費用で対応する。また、責の所在が明確でない場合は、

協議の上、費用負担等の詳細を決定する。 

なお、支払いは年１回とし、支払い時期等の詳細は、別途、運転・維持管理委託契

約（案）等で示す。 

 契約スケジュール（予定） 

基本協定締結   令和２年 12 月まで 

基本契約締結   令和３年２月まで 

建設工事請負契約締結  令和３年３月まで 

運転・維持管理委託契約締結 令和３年３月まで 

 実施方針（案）の変更 

実施方針（案）公表後における民間事業者からの質問・意見を踏まえ、実施方針（案）

の変更を行うことがある。 

なお、変更を行った場合には、速やかに、その内容をホームページで公表する。 
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 事業者の募集及び選定に関する事項 

 事業者の募集及び選定方法 

 事業者に求めるもの 

本事業は、限られた敷地の中で、既設施設を稼働させながら、確実な排水処理を確保し

つつ能力を増強し、また、新・旧施設の運転の切替などを考慮した整備となる。 

令和３年３月末まで既存の排水処理施設の運転管理業務の委託がある。また、事業期間

中に関連工事として、西谷浄水場再整備事業（浄水処理施設）及び相模湖系導水路（川井

接合井から西谷浄水場）改良事業がある。そのため、現在の運転管理の受託者及び関連工

事の請負者と相互調整を行う必要がある。 

したがって、本事業では、事業者に対し、設計、工事から運転・維持管理までの各業務

を通じて、効率的かつ効果的な事業執行を求めるものであり、幅広い能力、技術・ノウハ

ウ及び汚泥の有効活用等を期待する。 

 事業者選定方法 

本事業における落札者の選定は、競争性及び透明性の確保に配慮した上で、技術提案及

び入札価格を総合的に評価する総合評価落札方式（地方自治法施行令第167条の10の２）

により行うものとする。また、本事業は WTO 政府調達協定（平成６年４月 15 日マラケシ

ュで作成された政府調達に関する協定及び平成24年３月30日ジュネーブで作成された政

府調達に関する協定を改正する議定書）の対象となり、地方公共団体の物品等又は特定役

務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第 372 号）が適用される。 

なお、本事業の入札手続きは、次のとおり実施することを予定している。詳細は、入札

公告時に入札説明書等で示す。 

 入札参加資格確認 

入札参加資格の確認として、「第３ 入札参加者の備えるべき参加資格要件」に定め

る入札参加資格を有することを確認する。 

 提案内容の審査 

上記アにおいて、本事業の参加資格要件を満足すると確認された入札参加者から、本

事業に係る具体的な業務の実施方法等について提案を受け、別途示す要求水準書（案）

等を満足していることの確認として、基礎審査を行う。その基礎審査を通過した入札参

加者の提案内容及び価格を総合的に評価した上で、落札者を決定する。 

なお、提案内容の審査は、書面での提出を受けるほか、プレゼンテーションを通じて

行う。 

 落札者決定基準の主な着眼点 

 限られた敷地の中で、既設施設を稼働させながら整備を行うなどの特殊性を踏まえ

た施工方法 

 新・旧施設の運転切替計画の実現性 

 効率的な運転・維持管理方法 

 汚泥の有効活用方法 

 そのほか施工、運転・維持管理に関する技術的な提案 
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 事業者の募集及び選定の手順 

 事業者の募集及び選定スケジュール 

事業者の募集及び選定スケジュールについては、次のとおり予定している。 

 

事業者の募集及び選定スケジュール（案） 

実施内容 年月 

実施方針（案）等の公表 令和２年１月 

実施方針（案）等に関する説明会及び現場見学会 令和２年２月 

資料閲覧 令和２年２月 

第１回質問・意見の受付（実施方針（案）等） 令和２年２月 

第１回質問に対する回答の公表 令和２年３月 

要求水準書（案）等の公表 令和２年３月 

第２回質問・意見の受付（実施方針（案）、要求水準書（案）等） 令和２年３月 

第２回質問に対する回答の公表 令和２年４月 

契約書（案）等の公表 令和２年４月 

第３回質問・意見の受付（実施方針（案）、要求水準書（案）、契約書

（案）等） 
令和２年５月 

第３回質問に対する回答の公表 令和２年５月 

入札公告及び入札説明書等の公表 令和２年６月 

第４回質問の受付（入札説明書等） 令和２年７月 

第４回質問に対する回答の公表 令和２年７月 

入札資格確認申請書類の提出 令和２年８月 

入札参加資格確認通知の送付 令和２年８月 

入札（入札書及び技術資料の提出） 令和２年９月 

技術資料等に関するプレゼンテーション 令和２年11月 

落札者決定及び入札結果公表 令和２年12月 

基本協定締結 令和２年12月 

基本契約締結 令和３年２月 

建設工事請負契約締結 令和３年３月 

運転・維持管理委託契約締結 令和３年３月 
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 応募手続等 

 実施方針（案）等に関する説明会及び現場見学会 

本事業の実施方針（案）等に関する説明会及び現場見学会は、次のとおり開催する。 

参加希望者は、実施方針（案）等に関する説明会及び現場見学会参加申込書（様式１）

を電子メールにより提出する。 

なお、電子メール送信後、確認の電話を申込期限内に送信者の責任において行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資料閲覧 

本事業の実施方針（案）等の公表後に行う資料閲覧は、次のとおり実施する。 

紙資料の閲覧のみを希望する者は、資料閲覧申込書（様式２）を電子メールにより提

出すること。また、紙資料の閲覧と電子データの貸与を希望する者は、上記の様式２及

び閲覧資料借受申込書（様式３）を電子メールにより提出すること。 

閲覧・貸与を希望する者は、閲覧・貸与前に守秘義務の遵守に関する誓約書（様式４）

を閲覧・貸与当日に原本を提出すること。 

なお、電子メール送信後、確認の電話を申込期限内に送信者の責任において行う。 
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 第１回質問・意見の受付 

実施方針（案）等に関する質問・意見は、次のとおり受け付ける。 

質問・意見を希望する者は、実施方針（案）等に関する質問・意見書（様式５、６）

を電子メールにより提出する。 

なお、電子メール送信後、確認の電話を送付期限内に送信者の責任において行う。 

 

 

 

 第１回質問に対する回答の公表 

第１回質問に対する回答は、令和２年３月にホームページで公表する。ただし、提出

者名は公表しない。 

なお、意見については、公表しないとともに回答は行わない。 

 第１回質問に対する回答の公表以降の実施内容 

第１回質問に対する回答の公表以降の実施内容については、別途、ホームページで公

表する。 
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 入札参加者の備えるべき参加資格要件 

 入札参加者が企業グループである場合の構成等 

入札参加者が企業グループである場合の構成等は、次のとおりとする（別紙１参照）。 

 企業グループにおける構成企業の数の上限は任意であり、１構成企業で複数の業務を兼

ねることは可とする。 

 企業グループは、工事業務の実施を担う者及び運転・維持管理業務を実施できる能力が

ある者により構成されるグループとする。なお、企業グループの中に、設計業務の実施を

担う者を含むことができる。 

 企業グループは、構成企業の中から企業グループの代表企業を定め、代表企業が入札資

格確認申請書類の提出及び入札手続きを行うこと。 

 企業グループは、入札資格確認申請書類の提出時に代表企業及び構成企業の企業名並び

に携わる業務について明らかにすること。 

 企業グループの代表企業の変更は認めない。 

 入札資格確認申請書類の提出後、構成企業の変更は原則として認めない。ただし、やむ

を得ない事情があると水道局が認めた場合に限り、代表企業を除く構成企業の変更を認め

るものとする。 

 企業グループの構成企業は、他の入札参加者の構成企業になることはできない。 

 

 共通の参加資格要件 

 横浜市水道局契約規程（平成20年３月水道局規程第７号）第２条の規定において準用す

る横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと

及び同条第２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

なお、横浜市の入札参加資格を有しない企業等が構成企業又は設計受託者として入札参

加を希望する場合には、入札参加資格審査の随時登録申請又は「工事関係」「物品・委託等

関係」の特定調達契約にかかる入札参加資格申請に基づく申請を行うこと。 

 本事業の入札資格確認申請書類の提出締切日から落札候補（予定）者通知書の送付日ま

での間のいずれの日においても、横浜市指名停止等措置要綱（平成16年４月制定）に基づ

く指名停止を受けていない者であること。 

 次の法律の規定による申立て又は通告がなされていない者であること。 

 会社更生法（平成14 年法律第154号）第17条の規定による更生手続開始の申立て（た

だし、更生手続開始の決定を受けている場合を除く。） 

 民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定による再生手続開始の申立て（た

だし、再生手続開始の決定を受けている場合を除く。） 

 本事業に係るアドバイザリー業務に関与した者並びにこれらの者と資本面及び人事面

において関連のある者でないこと。資本面において関連のある者とは、会社法（平成17年

法律第86号。以下同じ。）第309条による議決権を行使することができる当該企業の発行済

株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額100分の50を超える出資を

している者をいい、人事面において関連がある者とは、当該企業の代表権を有する役員を
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兼ねている者をいう。 

なお、本事業に係るアドバイザリー業務に関与した者は、次に示すとおりである。 

・PwCアドバイザリー合同会社 

・日本工営株式会社 

・ベーカー&マッケンジー法律事務所（外国法共同事業） 

 横浜市税（市民税（特別徴収分・普通徴収分）、法人市民税、固定資産税・都市計画税

（土地・家屋）、固定資産税（償却資産）及び事業所税）並びに消費税及び地方消費税を

滞納していないこと。 

 雇用保険法（昭和49年法律第116号）第７条の規定による被保険者となったことの届出、

健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による被保険者の資格の取得の届出及び

厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による被保険者の資格の取得の届

出を行っている者であること（いずれの届出についても、届出義務がない場合を除く。）。 

 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147号）第８条

第２項第１号に掲げる処分を受けている者でないこと。 

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号

に掲げる暴力団及びその構成員又はその構成員の統制下にある者でないこと。 

 

 各業務における参加資格要件 

 工事業務の実施を担う者の要件 

 工事業務の実施を担う者が複数の企業の場合、基本契約の締結後に建設JVを結成す

る。 

なお、単独企業の場合は、建設JVが満たすべき要件（第３ ３(１)オ及びキにおける

JV第２位構成員以下の要件は除く。）を全て満たすこと。 

 建設JVは、１JV構成員で参加資格要件を満たす複数の工種を兼ねることは可とする。

また、JV構成員の数の上限は任意とする。 

 建設JVは、令和元・２年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）において、

「機械器具設置」、「電気」、「土木」、「建築」、「上水道」及び「管」の全ての

登録を認められていること。ただし、JV構成員は、担当する工事業務に係る上記の登

録を認められている者であること。 

 建設JVは、建設業法第３条に定める「機械器具設置工事業」、「電気工事業」、「土

木工事業」、「建築工事業」、「水道施設工事業」及び「管工事業」の全ての特定建

設業許可を有していること。ただし、JV構成員は、担当する工事業務に係る上記の特

定建設業許可を有していること。 

 建設JVは、建設業法第27条の23第１項に定める経営事項審査（以下「経審」という。）

の総合評定値通知書（本事業の入札参加資格確認申請書類の提出日で有効かつ最新の

ものとする。以下同じ。）における業種ごとの総合評定値について、JV代表構成員は

1250点以上、JV第２位構成員以下は900点以上を満たすこと。 
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本事業における経審の業種ごとの総合評定値 

 JV代表構成員は、平成17年４月１日から本事業の入札参加資格確認申請書類の提出

日までの間に完成した、標準処理能力一日当たり１万立方メートル以上の浄水場にお

ける排水処理施設に係る工事の元請としての施工実績を有すること。 

 JV第２位構成員以下は、平成17年４月１日から本事業の入札参加資格確認申請書類

の提出日までの間に完成した、水道施設に係る工事の元請としての施工実績を有する

こと。 

 建設JVは、本事業の業種に係る監理技術者資格者証を有する者又はこれと同等以上

の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者を施工現場に専任で配置できること。 

なお、建設 JV の場合は JV 構成員ごととする。 

 上記キに掲げる者は、本事業の入札参加資格確認申請書類の提出日において、直接的

かつ恒常的な雇用関係にあり、当該雇用期間が３か月間経過しており、他の工事に従

事していない者でなければならない。ただし、本事業の入札参加資格確認申請書類の

提出日において、他の工事に従事している者であっても、落札候補（予定）者通知書

の送付日からおおむね７日以内に本事業に配置することができる場合に限り、他の工

事に従事していない者として取り扱うものとする。 

 設計業務の実施を担う者の要件 

 工事業務の実施を担う者と設計業務の実施を担う者が異なる企業の場合、建設 JV を

結成すること。 

なお、工事業務の実施を担う者と設計業務の実施を担う者が同一企業、かつ、単独

企業の場合は、建設 JV を結成する必要はない。 

 建設 JV が本事業における設計を自ら行う場合は、次の資格を全て満たすこと。ただ

し、設計業務の実施を担う者が複数いる場合は、いずれか一者が(ｱ)及び(ｲ)を満たす

こと。 

 

 

 

 

建設業の許可の

許可業種 

機械器具 

設置 
電気 土木 建築 水道施設 管 

横浜市の 

有資格者名簿 

機械器具 

設置 
電気 土木 建築 上水道 管 

JV 代表構成員 1250 1250 1250 1250 1250 1250 

JV 第２位構成員

以下 
900 900 900 900 900 900 
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 建設JVが本事業における設計を一部自ら行わない場合は、次の要件を全て満たす設

計受託者にその設計を委託することができる。 

なお、建築士法において、延床面積が300平方メートルを超える建築物の新築工事に

ついて設計業務の一括再委託を禁止しているため、建築工事の設計の全部を委託する

ことは不可である。 

 

 

 

 運転・維持管理業務を実施できる能力がある者の要件 

運転・維持管理業務を実施できる能力がある者は、次に示す要件を全て満たすこと。 

 令和元・２年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「施

設運転管理・保守」に登録を認められている者であること。 

 運転・維持管理業務を実施できる能力がある者は、平成17年４月１日から本事業の入

札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完了した、標準処理能力一日当たり１万

立方メートル以上の浄水場における排水処理施設に係る運転管理業務を元請として、

２年以上継続して行った履行実績を有すること（共同企業体の履行実績の場合は、代

表構成員としての実績に限る）。ただし、運転・維持管理業務を実施できる能力があ

る者が複数いる場合は、いずれか一者が該当しなければならない。 

 現場責任者として、平成17年４月１日から本事業の入札参加資格確認申請書類の提

出日までの間に完了した、標準処理能力一日当たり１万立方メートル以上の浄水場に

おける排水処理施設に係る維持管理業務を２年以上実施した実績を有する者を配置す

ること。なお、上記のア及びイを満たす企業と直接的かつ恒常的な雇用関係を有する

こと。 

 参加資格の確認 

参加資格の確認の基準日は、入札資格確認申請書類の提出締切日とする。ただし、参加

資格確認後、契約締結までの期間に、入札参加者が上記参加資格要件を欠くような事態が

生じた場合には、当該入札参加者は失格とする。 

なお、令和元・２年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）に登録されていな

い場合又は同名簿に登録されているが、「機械器具設置」、「電気」、「土木」、「建築」、「上水

道」及び「管」のいずれかに登録が認められていない場合は、当該構成員の特定調達契約

に係る一般競争入札参加資格審査申請書（横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」

から工事の特定調達契約に係る入札参加資格申請を行い、申請データを送信した後に表示

される「申請書の印刷」画面を全て印刷したもの。）及び添付書類により確認する。  
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 審査及び選定に関する事項 

 評価委員会 

水道局は、事業者の選定に際して、水道局職員で構成する「横浜市水道局西谷浄水場再整

備事業等に係る総合評価落札方式技術評価委員会（以下「評価委員会」という。）」を設置す

る。 

評価委員会は、落札者決定基準をあらかじめ決定し、落札者決定基準に基づいて、入札参

加者の技術提案等の評価を行う。 

 落札者の決定 

水道局は、評価委員会の評価及び入札価格を基に、落札者を決定する。 

 評価結果の公表 

水道局は、評価委員会における審査及び選定の結果を取りまとめて、横浜市のホームペー

ジ等で公表する。 

 

 落札後の手続き 

 SPCの設立 

落札者は、基本協定の締結後に、本事業の運転・維持管理を実施するため、会社法に定め

る株式会社として基本契約の締結前に SPC を設立すること。 

なお、SPC の登記上の本店所在地は、神奈川県横浜市内とする。 

SPC への出資に係る制約及び要件は、次のとおりとする。 

 落札者が単独企業の場合 

落札者のみが出資するものとする。 

 落札者が企業グループの場合 

 落札者の代表企業の株式保有割合は最大とし、SPC設立時から事業期間を通じて100

分の50を超えること。 

 JV代表構成員（ただし、本施設の設計及び工事を単独企業で行う場合は、建設企業）

及び運転・維持管理を実施できる能力がある者は、必ずSPCに出資するものとし、その

他の構成企業については任意とする。 

 落札者の構成企業以外の出資者は認めないものとする。 

 株式譲渡等 

SPC の株主が株式を譲渡その他の方法により処分する場合には、事前に水道局の承諾を

得なければならない。 

 建設JVの結成 

落札者は、基本契約の締結後に、本施設の設計及び工事を行うために建設 JV を結成する 

こと。ただし、本施設の設計及び工事を単独企業で行う場合は、建設 JV を結成する必要は

ない。 
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 提出書類の取扱い 

 著作権 

入札参加者から提出された技術資料の著作権は、入札参加者に帰属する。ただし、水道局

は、本事業の公表及びその他水道局が必要と認める場合、入札参加者の技術資料の全部又は

一部を無償で使用できるものとする。 

 特許権等 

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び日本国の法令に基づいて保

護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法、運転・維持管理

方法等を使用したことにより生じる責任は、特段の定めがある場合を除き、当該提案を行っ

た入札参加者が負う。 

 

 民間事業者の責任明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 

 基本的な考え方 

本事業における責任分担の考え方は、水道局と事業者が適正にリスクを分担することによ

り、より低廉で質の高いサービスの提供を目指すものであり、本施設の設計、工事及び運転・

維持管理の責任は、原則として事業者が負うものとする。ただし、水道局が責任を負うべき

合理的な理由がある事項については、別途、事業者と協議の上、水道局が責任を負うものと

する。 

 要求水準 

本施設の工事、運転・維持管理等に関する要求水準は、別途、要求水準書（案）等に示す。 

 予想されるリスクと責任分担 

本事業において予想されるリスク及び水道局と事業者の責任分担の詳細については、別紙

９に示す。 

 事業の実施状況のモニタリング 

水道局は、事業者が実施する本施設の工事及び運転・維持管理について、定期的にモニタ

リングを行う。モニタリングの方法、内容等については、別途、要求水準書（案）及びモニ

タリング計画（案）に定める。 

水道局は、モニタリングの結果、事業者の業務内容が要求水準書等に定める事項及び提案

事項を満たしていないと判断した場合に、別途、基本契約等の案に定める手続きに従い、設

計及び工事並びに運転・維持管理業務に係る対価の減額、是正勧告その他の措置をとる。 
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 公共施設の立地及び規模並びに配置に関する事項 

 敷地の立地条件 

 

 本施設の概要 

本事業の対象施設の概要を次に示す。 

 施設概要 

令和元年度末時点の施設状況は次に示す。西谷浄水場平面図は別紙２に示す。 

施設名 仕様 築造年 
経過 

年数 
耐震性 

排水池（１、２号池） 
16ｍ×16ｍ×4.5ｍ×３池 

1961 年 58 年 × 

排水池（３号池） 1964 年 55 年 × 

排泥池 20ｍ×20ｍ×5.0ｍ×２池 1976 年 43 年 〇 

濃縮槽 
16ｍ×16ｍ×5.0ｍ×２池 

18ｍ×18ｍ×5.0ｍ×２池 
1976 年 43 年 〇 

返送池 17ｍ×5.25ｍ×5.3ｍ×２池 1976 年 43 年 〇 

汚泥脱水機 
長時間型圧搾機構付加圧脱水

機２基（7.6ｔ-DS/日） 
1997 年 22 年 － 

乾燥機 ２基 1997 年 22 年 － 

脱臭設備 脱臭塔２基 1997 年 22 年 － 

 

住居表示 横浜市保土ケ谷区仏向西４番１号 

都市計画区域及び準都市計画区域の

内外の別等 
都市計画区域内（市街化区域） 

防火地域 準防火地域 

その他の区域、地域、地区又は街区 

第５種高度地区、建築基準法第 22 条による区域、

宅地造成工事規制区域、横浜市駐車場条例による周

辺地区又は自動車ふくそう地区 

敷地面積 40,964.52m2 

事業用地面積（予定） 約 22,000m2 

用途地域等 準工業地域 

建築基準法第 52 条第１項及び第２項

の規定による建築物の容積率 
200％ 

建築基準法第 53 条第１項の規定によ

る建築物の建蔽率 
60％ 

日影規制 

高さが 10ｍを超える建築物/4.0ｍ/５時間/３時間 

※他の用途地域に日影が生じる場合は、その用途地

域に応じた規制値に準ずる 
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 事業者管理範囲 

事業者は、西谷浄水場のうち、別紙３に示す事業者管理範囲において運転・維持管理を

行う。 

なお、当該範囲は現時点では参考図であり、確定したものではない。 

 整備に係る前提条件 

本事業の整備に係る前提条件は、次に示すとおりである。 

前提条件 内容 備考 

排水処理

施設の処

理能力 

浄水処理施設 394,000m3/日（原水

ベース）及び工業用水道鶴ケ峰沈

でん池（処理能力 100,000m3/日）

から排出される汚泥処理に対応す

るもの 

浄水処理フロー：凝集沈澱＋粒状活性炭

処理（上向流）＋急速砂ろ過 

浄水処理

能力※ 

令和 14 年度まで：270,000m3/日 

令和 15 年度以降：394,000m3/日 

（稼働予定） 

新設急速ろ過池：令和 15 年度以降 

新設粒状活性炭処理：令和 23 年度以降 

施工方法 

原則として、浄水処理施設及び排

水処理施設の稼働（施設及び設備

の運転）に影響を与えない方法 

 

※ 令和２年１月時点の計画に基づく内容を記載しており、別途発注「西谷浄水場再整

備事業（浄水処理施設）」により変更される可能性がある。 

 整備対象施設 

本事業の整備対象となる施設の詳細について、別紙４に整備対象施設一覧、別紙５に新

設対象施設配置（案）、別紙６に更新・耐震補強対象施設及び別紙７に撤去対象施設を示

す。 

 設備の運転・維持管理及び修繕の業務分担 

本事業における設備の運転・維持管理及び修繕の業務分担は、次のとおりとする。 

業務 既設設備 新設設備 

運転管理 事業者 事業者 

保守点検 事業者 事業者 

メーカー定期点検 水道局 事業者 

修繕 事業者 事業者 

突発的な修繕 水道局※ 事業者 

なお、設計・工事期間外に目標耐用年数に到達した設備のメーカー定期点検及び突発的

な修繕は、水道局が行う。その他の業務は、事業者が行う。 

※ 既設設備の突発的な修繕について、事業者の責による場合は、事業者が対応する。 
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 事業計画又は契約の解釈について疑義が生じた場合の措置に関する事項 

事業計画又は契約の解釈について疑義が生じた場合、水道局と事業者は誠意をもって協議

し、協議が整わない場合は、基本契約等に規定する具体的措置に従う。また、基本契約等に

関する紛争については、横浜地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。 

 

 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 

本事業においては、事業の継続が困難となった場合には、次の措置をとる。 

なお、詳細は別途、基本契約等の案で示す。 

 事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合 

 水道局による是正勧告及び基本契約等の解除 

事業者の提供するサービスが、基本契約等に定める水道局の要求水準を下回る場合、事

業者の責めに帰すべき事由による債務不履行又はその懸念が生じた場合、水道局は、事業

者に対して、是正勧告を行い、一定期間内に改善策の提出・実施を求めることができる。

事業者が当該期間内に改善をすることができなかったときは、水道局は、基本契約等を解

除することができる。 

また、事業者が、倒産又は事業者の財務状況が著しく悪化し、その結果、基本契約等に

基づく事業の継続が困難と合理的に考えられる場合、水道局は、基本契約等を解除するこ

とができる。 

 基本契約等の解除に伴う損害 

前号において、水道局が基本契約等を解除した場合、水道局は事業者に対し、これによ

り水道局に生じた損害を請求することができる。 

 水道局の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合 

 事業者による基本契約等の解除 

水道局の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合、事業者は基本契約

等を解除することができる。 

 基本契約等の解除に伴う損害 

前号において、事業者が基本契約等を解除した場合、事業者は水道局に対し、これによ

り事業者に生じた損害のうち合理的な範囲について請求することができる。 

 その他の事由により事業の継続が困難となった場合 

水道局及び事業者は、基本契約等に定める事由ごとに、その責の所在に応じて適切に対応

する。 
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 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項 

 法制上及び税制上の措置に関する事項 

本事業に関する事業者への法制上及び税制上の優遇措置等は想定していない。 

 財政上及び金融上の支援に関する事項 

本事業に関する事業者への財政上及び金融上の優遇措置等は想定していない。 

 

 その他 

 予定価格 

本事業の予定価格については、入札公告時に提示する。 

 入札及び契約手続等 

 入札保証金 

入札保証金は、全て免除とする。 

 契約保証金 

建設工事請負契約の契約保証金は、請負代金額の 10％以上とする。 

運転・維持管理委託契約の契約保証金は、免除とする。 

 入札に伴う費用負担 

入札参加者の技術提案及び入札に伴う費用は、全て入札参加者の負担とする。 

 情報公開及び情報提供 

横浜市の保有する情報の公開に関する条例（平成 12 年２月条例第１号）に基づき情報公

開を行う。また、情報提供は、適宜、横浜市のホームページ等を通じて行う。 

 本事業の実施方針（案）に関する問い合わせ 

問合せ先  横浜市水道局施設部計画課施設計画係 

電話    045-633-2029 

電子メール su-nishiyasaiseibi@city.yokohama.jp 

※ 変更が生じた場合は、別途公表する。 



本事業の実施体制（企業グループの場合） 

 

※１ 落札者の代表企業は、構成企業の中でいずれも可とする。 

※２ 落札者の構成企業ではない者は、建設 JV の結成及び SPC の出資を不可とする。 

※３ 建設 JV の結成又は SPC の出資をしない者は、落札者の構成企業になることを不可とする。 

   （例）資金の出資のみを行う企業、事業の総合調整のみを行う企業 

※４ 設計業務については、次のいずれの場合も可とする。 

①「設計業務の実施を担う者（設計企業）」が行う。 

②「工事業務の実施を担う者」が自ら行う。 

③ 建設 JV が一部自ら行わない場合、設計受託者にその設計を委託する。 

※５ 上記の②又は③の場合、設計企業が、落札者の構成企業になる必要はない。 

※６ 建設 JV は、１JV 構成員で参加資格要件を満たす複数の工種を兼ねることは可とする。また、

JV 構成員の数は任意とする。 

※７ SPC の出資については、落札者の代表企業、JV 代表構成員及び運転・維持管理企業は義務と

し、他の構成企業は任意とする。 

※８ JV 代表構成員及び運転・維持管理企業は、落札者の代表企業を兼ねることを可とする。 

ＪＶ
代表構成員

設計企業※4,5 設計企業※4,5

横浜市⽔道局

⼟⽊⼯事企業
建築⼯事企業

電気⼯事企業

管⼯事企業

機械器具設置
⼯事企業

⽔道施設⼯事企業

運転・維持管理企業

⼟⽊⼯事企業
建築⼯事企業

電気⼯事企業

管⼯事企業

機械器具設置
⼯事企業

⽔道施設⼯事企業

建設JV※6

運転・維持管理企業

SPC※7

基本協定 建設⼯事
請負契約

運転・維持管理
委託契約基本契約

落札者の
代表企業※8

構成企業※1,2,3

⼯事業務の実施を担う者

事業者

落札者 設計、⼯事 運転・維持管理

別紙 １ 
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整備対象施設一覧

更新(注) 耐震補強 撤去 流用

建屋 ○

ポリマー注入設備 ○

次亜塩素注入設備 ○

建屋 ○ 既設流用可能

汚泥脱水機 ○

乾燥機 ○

破砕機 ○

搬送設備 ○

ケーキホッパ ○

計算機設備 ○

ITV設備 ○ 既設カメラは場内に15台設置

太陽光発電監視装置 ○

受変電設備 ○

配電設備 ○

無停電電源設備 ○

建屋 ○

汚泥脱水機 ○ 処理能力増強

搬送設備 ○

ポリマー注入設備 ○ 基本計画では、一時的に仮設し、本設

計算機設備 ○

無停電電源設備 ○ 計装電源用

ITV設備 ○ 新設カメラは場内各所に設置

建屋 ○

受変電設備 ○

配電設備 ○

無停電電源設備 ○ 直流電源用

建屋 ○

非常用自家発電設備 ○ 燃料タンク含む

躯体 ○ ○

機械設備 ○ 弁類等

計装設備 ○ 工業計器(水位計等)

躯体 ○

機械設備 ○ 弁類等

計装設備 ○ 工業計器(水位計等)

躯体 ○

機械設備 ○ 覆蓋、掻寄機、ポンプ、弁類等

計装設備 ○ 工業計器(水位計、濃度計等)

躯体 ○

機械設備 ○ 覆蓋、掻寄機、ポンプ、弁類等

計装設備 ○ 工業計器(水位計、濃度計、界面計等)

躯体 ○

機械設備 ○ 覆蓋、掻寄機、ポンプ、弁類等

計装設備 ○ 工業計器(水位計、濃度計、界面計等)

躯体 ○

機械設備 ○ 弁類等

計装設備 ○ 水質計器(TN・TP計、UV計、濁度計等)

建屋 ○

機械設備 ○ ポンプ、弁類等

躯体 ○

機械設備 ○ クレーン等

計装設備 ○ 工業計器(水位計、流量計等)

建屋 ○

計装設備 ○ 水質計器(pH計等)

建屋 ○

計装設備 建屋内のテレメータは、局で撤去を実施

場内配管 ○ ○ ○ ○
低圧ガス管を新設、返送管を一部更新
配管切り回し必要時に、一部撤去･更新

付帯設備 ○ 外灯、電話設備等

ガスガバナ設備 ○

注：設計・工事期間外に目標耐用年数に到達した設備の更新は、水道局が行う。

場所 新設施設名
既設

備考

⑥排水池（既設）

①旧管理棟

②既設脱水機棟

③新設脱水機棟

④受電所

⑤自家発棟

⑭放流口

⑯その他

⑦排水池（増設）

⑧排泥池

⑨一次濃縮槽

⑩二次濃縮槽
分配槽

⑪返送池流入弁室

⑬返送池

⑮計器室

⑫返送池ポンプ室

別紙 ４
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閲覧資料一覧

番号 資料名称 作成年度 公開方法 閲覧可能 貸与可能

1 竣工図書・図面（機械設備）15分冊 平成10年度 紙資料 ○

2 竣工図書・図面（電気設備）14分冊 平成10年度 紙資料 ○

3 竣工図書・図面（薬品注入設備設備） 平成10年度 紙資料 ○

4 竣工図書・図面（工業計器・水質計器） 平成10年度 紙資料 ○

5 西谷浄水場排水処理施設　処理フロー ― 紙資料 ○

6
西谷排水処理施設運転管理業務委託報告書等
（安全衛生業務日誌）

平成29～令和元年度 紙資料 ○

7
西谷排水処理施設運転管理業務委託報告書等
（排水処理月例会議事録）

平成29～令和元年度 紙資料 ○

8
西谷排水処理施設運転管理業務委託報告書等
（汚泥堆積計算書）

平成29～令和元年度 紙資料 ○

9
西谷排水処理施設運転管理業務委託報告書等
（排水処理総括日報）

平成29～令和元年度 紙資料 ○

10 排水処理施設作業マニュアル【現時点版】 令和元年度 紙資料 ○

11 既設脱水機棟建屋の構造計算書 ― 紙資料 ○

12
西谷浄水場再整備事業基本計画見直し及び設計
条件整理業務委託報告書（排水処理施設のみ抜
粋）【現時点版】

令和元年度 電子データ ○

13 排水処理敷地内建屋位置図 令和元年度 電子データ ○

14 耐震診断報告書（排水池、排泥池、濃縮槽） 平成25、27年度 電子データ ○

15 西谷排水処理施設運転管理業務委託仕様書 平成30年度 電子データ ○

16 巡回点検報告書(水道局実施分) 令和元年度 電子データ（スキャン） ○

17
既設設備の定期点検報告書（機器一覧、点検所
見）（排水処理施設のみ抜粋）

平成30年度 電子データ（スキャン） ○

18 委託業務報告書（躯体清掃・汚泥処分） 令和元年度 電子データ（スキャン） ○

19 浄水汚泥の性状分析報告書 令和元年度 電子データ（スキャン） ○

20 西谷排水処理施設　水質試験結果書（排出水） 平成29～令和元年度 電子データ（スキャン） ○

21 地歴調査報告書 令和元年度 電子データ（スキャン） ○

22
電力使用実績（年報）（排水処理施設のみ抜
粋）

平成28～30年度 電子データ（スキャン） ○

※令和元年度の閲覧資料（閲覧日直近の報告書等）は、閲覧時に提供可能な範囲に限る。
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リスク分担表

1 ○

2 ○

3 ○(注１)

4 ○

5 ○

6 ○

7 ○

8 ○

9 ○

10 ○

11 ○

12 ○

13 ○

14 ○

15 ○

16 ○

17 ○

18 ○

19 ○

20 ○

21 ○

22 ○

23 ○

24 ○

25 ○（注２） △(注３)

26 ○

27 ○

28 ○

29 ○

30 ○ オペレーションミス、不適切な維持管理を含む

31 ○

32 ○

33 ○

34 ○

35 ○

36 ○

37 ○

38 ○

39 ○

40 ○

41 ○ 土壌汚染除去も含む

42 ○

43 ○

44 ○

45 ○

46 ○

47 ○ 資材置き場、残土置き場の確保も含む

48 ○

49 ○(注４)

施設性能 50 ○

引渡前損害 51 ○

委託の発注 52 ○(注４)

施設性能 53 ○

54 ○(注６)

55 ○

施設性能 56 ○

施設瑕疵 57 ○

58 ○(注７)

59 ○

60 ○

61 ○

62 ○

63 ○(注８) ○(注８)

64 ○(注９)

65 ○

66 ○

処分（有効活用） 67 ○(注1０)

68 ○

69 ○

その他 70 ○(注11) ○(注11)

注７　既設施設に起因するものは、水道局がリスクを負担する。

注８　別途発注「西谷浄水場再整備事業（浄水処理施設）により変更される可能性がある。また、費用負担の詳細は、別途、要求水準書（案）で示す。

注９　事業者が電気供給契約前の期間に限る。なお、事前に協議する浄水処理施設の定期的な電気設備点検等は除く。

注10　やむを得ない理由で局が認める場合は、発生土の処分（有効活用）が実現できない場合でも業務不履行としない。

注11　事由発生時に、局と事業者間の協議で、対応及び費用負担等を決定する。

注１　局が手続きすべき許認可・届出をするにあたり、事業者が作成すべき書類の提出の遅延に関するものは除く。

注２　事業者の管理業務の過失により発生した場合を除く。

注３  当該リスクは水道局が主にリスクを負担するが、損害を最小限にとどめる経済的動機付けを与えるため、生じた損害又は増加費用の一部については、事業者も負うものとする。

注４　局が予算確保、設計、施工及び維持管理する上で必要な情報について、事業者の提供が遅延した場合は除く。

注５　設計・工事期間外に水道局が発注する更新工事は、水道局がリスクを負担する。

注６　更新時期について事業者の判断で局が要求水準書（案）で示す更新年度を超えたものは除く。

事業終了
事業終了時の移管手続 施設移管手続に伴う諸費用の負担、事業者の清算手続に伴う損益等

事業終了時の施設状態 事業終了時の施設状態の要求水準の未達

上記以外のもの

ライフライン・消耗品

電気、ガス、薬品及び燃料等の供給が停止されるリスク

電気、ガス、薬品及び燃料等の使用量の変動リスク

浄水処理施設から排水処理施設に対する電気供給停止リスク

発生土
品質

脱水ケーキの品質（浄水過程及び既設施設に起因するもの）

脱水ケーキの品質（上記以外に起因するもの）

震災等により発生土の処分（有効活用）が困難となる場合の経済的なリスク

事業者が工事期間に新設・更新した施設についての瑕疵

浄水処理・工業用水道施設の沈殿池清掃汚泥の処分
要求水準書（案）に規定する範囲内

上記を超えるもの

浄水処理施設からの排出水量の変動
要求水準書（案）に規定する範囲内

上記を超えるもの

運転・維持管
理

既設施設
(注５)

局が別途発注すべきメーカー定期点検に係る設計・履行等が遅延した場合において、設
備故障や運転・維持管理費用の増大

要求水準を満たすために、修繕・更新・撤去の必要が生じるリスク

施設瑕疵
事業者が修繕・更新を実施する以前に発見された瑕疵

事業者が修繕・更新を実施した後に発見された瑕疵

新設施設
要求水準を満たすために、修繕・更新・撤去の必要が生じるリスク

工事

局発注の工事
局が別途発注すべき撤去工事に係る設計・施工等が遅延した場合において、事業者が
行う工事の遅延・未完・費用の増大

撤去・建設

要求性能不適合（施工不良を含む。）

工事目的物の引き渡し前に工事目的物、工事材料又は建設機械器具について生じた損
害、その他工事の施工に関して生じた損害

環境汚染物質（アスベスト、PCB等）
局が提示した資料等から合理的に推測し得るもの

上記以外のもの

上記以外に関するもの
局が提示した資料等から合理的に推測し得るもの

上記以外のもの

調査・設計

設計図書等の成果物の瑕疵

土壌汚染
局が提示した資料等から合理的に推測し得るもの

上記以外のもの

地中埋設物
局が提示した資料等から合理的に推測し得るもの

上記以外のもの

技術進歩 設計、工事段階における技術進歩に伴い、設備の内容に変更が必要となる場合

契約締結
局の責に帰すべき事由による契約締結の遅延・中止

事業者の責に帰すべき事由による契約締結の遅延・中止

測量・調査
局が実施した測量・調査内容の誤りに関するもの

事業者が実施した測量・調査内容の誤り及び不足に関するもの

設計図書等の瑕疵

調査、設計、工事及び運転・維持管理費用の増大
局の事由による調査、設計、工事及び運転・維持管理費用の増大（局の提示条件及び指
示の不備・変更による設計変更、計画の変更など）

上記以外の要因によるもの

調査、設計、工事及び運転・維持管理の遅延及び未
完

局の事由による調査、設計、工事及び運転・維持管理の遅延及び未完（局の提示条件及
び指示の不備・変更による設計変更、計画の変更など）

上記以外の要因によるもの

不可抗力

不可抗力のうち、通常の予見可能な範囲外のものであって、局及び事業者のいずれの責
めにも帰さないもの
※ 不可抗力とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自
然災害又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象（ただし、別途示す要求水準書
（案）等に基準を定めたものにあっては、これを超えるものに限る。）をいう。

施設・設備の損
傷

調査、設計、工事段階
局の事由によるもの

上記以外の要因によるもの

運転・維持管理段階

局の事由によるもの

既設施設において、事業者の適切な管理の下で運転・維持管理が行われた場合

上記以外の要因によるもの

住民対応

本事業に関する住民反対運動・訴訟・要望等

事業者が行う業務（調査、設計、工事、運転・維持管理等）に関する住民反対運動・訴
訟・要望等

環境問題

上記以外のもの

構成企業 構成企業の能力不足等による事業悪化

債務不履行
局の責に帰すべき事由による事業の中止・延期（局の債務不履行、土地の瑕疵、埋蔵文
化財の発見など）

事業者の事由による事業の中止・延期（事業破綻、事業放棄など）

保険の付保と適用範囲 調査、設計、工事及び運転・維持管理の各段階のリスクをカバーする保険

資金調達
本事業に必要な資金の確保

事業者が行う業務（調査、設計、工事、運転・維持管理等）に必要な資金の確保

物価変動
本契約において水道局と事業者との間で予め合意した価格改定条項の範囲内

共通

構想・計画 局の政策変更による事業の変更・中断・中止など

入札説明書 入札説明書の誤り・内容の変更に関するもの

制度関係

許認可・届出
局が手続きすべき許認可・届出の遅延に関するもの

事業者が手続きすべき許認可・届出の遅延に関するもの

法制度

局が行う業務に起因する環境の悪化

事業者が行う業務（調査、工事、運転・維持管理等）に起因する環境の悪化

第三者賠償
局の提示条件及び指示により第三者に損害を与えた場合の賠償責任

事業者が行う業務により第三者に損害を与えた場合の賠償責任

安全確保
局が行う調査、設計、工事、運転・維持管理等における安全性の確保

事業者が行う調査、設計、工事、運転・維持管理等における安全性の確保

法制度・許認可の新設・変更によるもの（本事業に直接かかわるもの）

法制度・許認可の新設・変更によるもの（上記以外のもの）

税制度
消費税の変更に関わるもの

上記以外のもの

社会

　　凡例：負担者  ○主負担  △従負担

段階 リスクの種類 No リスクの内容

リスク分担

備考

水道局 事業者
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